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「障害」の範囲チーム 作業チーム報告 要 旨

1 法の対象規定について

ア 論点

「社会モデル」の視点 をら、まえた、制度の谷間 を生まない障害者の定義

は ?

イ 結 論

「障害者 とは、身体 的 または精神的 な機能 障害 (慢 性疾患 に伴 う機 能障

害 を含 む )を 有す る者 と、 これ らの者 に対す る環 境 に起 因す る障壁 との間

の相互作用 に よ り、 日常 生活 又 は社会 生活 に制 限 を受 ける者 をい う。」

ウ 説 明

「身体 的 または精神 的 な機 能障害」

「慢性疾患 に伴 う機能障害 を含 む」

「 これ らの者 に対す る環境 に起 因す る障 壁 との間 の相互 作用 に よ り」

「 日常生活 また は社 会生活 に制限」

工 要検 討事 項

例 示列挙の要請 につ いて (法 律 では包括 的規 定 と し、申請用紙 に障害名

を列挙 して理解促 進 を図 るな ど )

「長期 的な・・ 機 能障害 」 とすべ きか につ いて

「環境 」、 「障壁 」 、 「相 互 作用」の 内容 に つ いて

「継続 的 に・・制 限」 、 「相 当な制限 」 とす る ことにつ いて

2 手続 き規 定に つ いて

ア 論 点

障害手帳 を持 た な い障害者 を排除 しない手続 き規 定 は ?

イ 結論

支援 を必要 とす る者 が (支 援 の必要性 )、 その 必要 に応 じた相 当な支援

(支 援の相 当性 )を 受 け られ るよ うな制度 が求 め られ る

A 支援の必要 性 を しめす指標

Al 「機 能 障害 」を示す客観 的指標 (支 援 の必要性 を示す 客観 的側 面 。

障害者手帳 、医師 の診 断書 口意 見書 、その他 の専 門職 の意 見 な ど )

A2 本 人の支 援 申請 行為 (支 援の必要性 を示 す主観 的側面 )

A3 環境 に よる障壁 との相互 作用 によ り、 日常生活 また は社 会生活 に

制 限 を受 けて い る事 実 の 認定

B 支援の相 当性 の確 保           ,
支援の必要性 に応 じた相 当な支援計 画の策 定の ための方法




